
都市公営交通の課題と取り組み

全日本自治団体労働組合
交通政策局長 国眼恵三
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大阪府大阪市

大阪市は、
24行政区で構成
東京都区は、世田谷区や練馬区などそれぞ
れが基礎自治体であるのに対し、大阪市は
２４区でひとつの自治体

人口は、270万4千人（2017年度期首）
ちなみに、東京都区の人口は942万1千人
※世田谷区の人口は90万3千人

大阪市の面積は225㎢で世田谷区（58.08
㎢）の約４倍、東京都区（621㎢）の３分
の１強

特色は、・・・
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1984年4月 大阪市交通局に入職
2011年2月 大阪市労働組合連合会（大阪市労連） 書記次長
2013年5月 自治労 中央執行委員

◇地方公務員、鉄道従業員という選択

隔日交替制勤務のイメージ（大阪市交通局の場合）

１日目

２日目

8時30分～24時30分（16時間）

5時～8時30分（3時間30分）

24 254 5 8 9

地方公務員の賃金

特殊な勤務形態

3



◇大阪市職員、組合への弾圧を経験

◇大阪市営交通事業が民営化

◇労働組合への参加
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駅職員勤務予定表のイメージ

休は、任意に取得できる有給休暇を示す
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地下鉄は、市内全域をカバー

大阪市営地下鉄ネットワーク
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地下鉄駅の１日
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地下鉄運転士の養成課程
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学科講習／約３か月

安全の基本 ２４時間 鉄道電気 ５２時間

信号線路 ５０時間 運転法規 ９２時間

鉄道車両 １２８時間 作業安全 １０時間

運転理論 ６０時間 検査修繕 ２４時間

その他 １００時間

技能講習／約３か月

基本講習 １６時間 出庫点検 １０時間

乗務講習 ３９８時間 応急処置 ４０時間

集合研修 １６時間

学科試験／１６時間

技能試験／８時間

研修の流れ



大阪市営交通職場の特徴と労働組合の役割
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学 歴 申込者数 採用者数

院 卒 ６５（６） ８（０）

大 卒 １５８（４９） １１（４）

計 ２２３（５５） １９（４）

学 歴 申込者数 採用者数

院 卒 ３７（７） ６（０）

大 卒 １０７（３１） ９（２）

計 １４４（３８） １５（２）

学 歴 申込者数 採用者数

大 卒 ２９（１） ３（１）

短大卒 ５４（２） １３（１）

高 卒 ５７（６） １６（３）

計 １４０（９） ３２（５）

学 歴 申込者数 採用者数

大 卒 １１０（１１） １７（２）

短大卒 １３４（５） １５（０）

高専卒 １（０） ０（０）

高 卒 １４０（２２） １８（６）

計 ３８５ ５０（８）

2017年度選考状況

【総合職】 【プロフェッショナル職】

2018年度選考状況

【総合職】 【プロフェッショナル職】

（ ）は女性で内数

（ ）は女性で内数

大阪市営地下鉄 職員採用状況
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公営交通事業の民営化問題

◇なぜ、大阪市営交通事業は民営化したのか

◇民営化のメリットは

地下鉄事業…

バス事業…
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◇地下鉄事業、バス事業をそれぞれ異なる会社として運営することに…

大阪市交通局

地下高速鉄道事業
大阪市高速電気軌道株式会社

（従業員：約５，０００人）

自動車運送事業
大阪シティバス株式会社
（従業員：約１，０００人）

新会社を設立

既存の会社に

一括譲渡

※大阪シティバス株式会社は、「管理の受委託」制度に基づく大阪市営バス事業の業務の受託先

直 営

守 口

中 津

住 吉

委 託

酉 島

鶴 町

住之江

井高野

委託先

大阪シティバス株式会社

〃

〃

南海バス株式会社

「管理の受委託」は，道路運送法第35条及び国土交通省自動車交通局長通達「一般乗合旅客自動

車運送事業の管理の受委託（高速バス路線に係るものを除く。）について」に基づき，運転業務，運
行管理業務及び整備管理業務を一体的に他の事業者に委託する運営手法です。

民営化のスキーム

管理部門



地下鉄事業 年間乗車人員（大手私鉄との比較）

（千人） 2016年度実績
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「大手民鉄の素顔」より
※Osaka Metroの数値は大阪市交通局2016年度決算値20



2016年度実績

社名
営業距離

（㎞）

駅数

（駅）
乗車人員（千人）
（ ）は１日平均

運輸収入

（百万円）
鉄道部門従業員

（人）

阪 急 143.6 90 647,369
（約1,774） 101,294 2,744

近 鉄 501.1 286 575,797
（約1,578） 156,574 7,269

京 阪 91.1 89 291,087
（約797） 54,963 1,358

阪 神 48.9 51 236,766
（約649） 35,321 1,139

南 海 154.8 100 236,153
（約647） 59,878 2,156

Osaka Metro 137.8 133 896,831
（約2,457） 149,589 5,272

「大手民鉄の素顔」より
※Osaka Metroの数値は大阪市交通局2016年度決算値

事業規模による比較
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事業業績推移
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1495億8900万円

8億8700万円

173億7200万円

22億4100万円

運輸収入

補助金

その他

特別利益

収益の約9割が運輸収益

地下鉄事業会計 2016年度決算（収益）の状況
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時 期 市 長 民営化議論の動向

1997年11月～ 磯村 隆文 公営交通事業改革調査委員会が発足（市営交通民営化議論がスタート）

2005年12月～ 關 淳一 市政改革マニフェスト（市営交通事業について公設民営化を提起）

2006年6月～ （交通局長） 完全民営化を検討開始

2007年11月～ 平松 邦夫 市政改革マニフェスト（改革型公営企業として継続を提起）

2011年11月～ 橋下 徹

市長選挙（完全民営化を公約に掲げて当選）

廃止条例案
（1）2013年3月上程～継続審査（5回）～2014年11月否決
（2）2015年2月上程～否決

手続き条例案 ※民営化の基本計画を議会の議決事項とすること

2015年9月上程～10月可決

2015年11月～ 吉村 洋文

民営化に関する基本方針案
2016年2月上程～継続審査（2回）～12月可決

廃止条例
（3）2017年2月上程～3月可決

事業廃止
2018年3月31日

大阪市営交通の民営化議論は、1997年から約20年間続いた。橋下市政では、議会の議決を得られ
なかった。吉村市政で、様々な制約の下に成立した。
2018年4月より、地下鉄事業は新会社に移行し、バス事業は一部委託を請け負っていた株式会社

に一括譲渡された。バス会社は、地下鉄会社からの借入などの多額の債務と赤字路線の運行継続
を義務づけられており、前途多難。

大阪市営交通事業民営化の議論経過



・働き方の見直し
・賃金カット
・賃金水準の低い運転手の採用
・路線の民間委託など

多くの職場で地方公営企業法が適用され、経営は、民間企業と同様に独立採算制
公営の地下鉄、路線バス、新都市交通のほとんどの職場が自治労に加盟

札幌市、函館市、青森市、八戸市、仙台市、東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、高槻市、伊丹市、神
戸市、松江市、宇部市、徳島市、北九州市、福岡市、佐賀市、長崎県、佐世保市、熊本市、鹿児島市の23団体

➢とくに、公営バスは、全国の状況からみるとごく少数
（全国の乗合バス事業者数は2,192で、内中小事業者は2,095）国交省2016年交通の動向より

全国の公営バス事業の廃止等の状況
1999年 山口市
2003年 函館市
2004年 札幌市
2005年 荒尾市、岐阜市
2006年 秋田市
2008年 尾道市、三原市
2010年 姫路市
2012年 明石市、呉市、苫小牧市
2013年 鳴門市
2015年 熊本市、小松島市、岩国市
2016年 尼崎市
2018年 大阪市

計18団体

自治労は、
◇あくまで民営化には反対

職場の組合は、
◇事業を守るため厳しい選択を迫られている

（旧）日本都市交通労働組合

公営バスの経営状況は厳しく、約20年間で18団体が事業廃止、民間移管が進んだ

・組合員の雇用と生活を守る
・市民の足を守る

全国の公営交通事業の状況

25



「公営は非効率。民間でできることは民間で」という議論とどう向き合うか

１）公営は、賃金水準が高い

国交省2016年交通の動向より

➢公営バスの賃金水準は低下している。（これまでは自治体準拠であった）
➢むしろ民間バス運転手の賃金水準が、全産業の平均を下回っていることが問題
➢優秀な人材を確保するためにも適正な賃金水準の検討は必要

民営化阻止にむけた自治労の課題
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道路運送法に基づく、「管理の受委託制度」は民間事業者にも適用されている。このた
め、路線バスドライバーの低賃金化がさらに進んでいる。

さらに、長時間労働や不規則な勤務形態などの過酷な労働環境により、その就業構造
は、高齢・男性労働力に頼る構造となっている。

国交省2016年交通の動向より

全日本交通運輸産業労働組合協議会（交運労協）によると、採用3年未満のバスドライ
バ―の離職率が高まっているという。人材不足は深刻な問題。

全国の事業者は、官民を問わず、若年、女性労働力を確保するための多様な対策を
講じている。

さらに、バス運転手の低賃金化により、人材不足が深刻な課題となっている
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２）民営化すれば、自治体の財政負担が必要なくなる

廃止路線キロ

2007年度 １，８３２

2008年度 １，９１１

2009年度 １，８５６

2010年度 １，７２０

2011年度 ８４２

2012年度 ９０２

2013年度 １，１４３

2014年度 １，５９０

計 １１，７９６

※稚内市―鹿児島市間の距離は約１，８１０㎞

国交省2016年交通白書から作成

2007年度以降で、11796㎞が廃止
（全国のバス路線合計４１万７，４００㎞（2009年度末）の約２．８％を占める）

2002年に道路運送法が改正され、事業の休止、
廃止は「許可制」から「事前届け出制」（6か月前まで
に地域協議会に届け出る仕組み）に変更された。

このため、不採算路線からの撤退が容易となった。
▽

結果として、路線廃止が加速することとなった。
▽

それまでは、路線ごとの免許制で参入規制を行う
と同時に、休止・廃止の許可制を通じて退出規制を
行うことで、国が「需給調整」をはかっていた。

▽

民間事業者は路線競合がないことを前提に、黒字
路線からの内部補助で、赤字路線を維持してきた。

▽
民間に丸投げの施策は通用しなくなった。

➢全国の路線バスの約65％が赤字となっており、路線の廃止が進んでいる
➢民営であっても事業を継続するには公的な財政負担が不可欠

地域の公共交通を民間事業者に任せきり
だった自治体は、今こそ、懸命に事業再建に
取り組んだ公営交通の経験を活かすべき！28



３）公営交通事業を存続させる意義

① 全国で路線の廃止が進んでいる状況からみても、交通事業者が自助努力で地域の
公共交通を維持することは困難な状況にある

② 今後、地域の公共交通を維持するためには、自治体や住民との連携が不可欠

③ しかし、これまで地域の公共交通を民間事業者に任せきりであった自治体に、交通

に関する計画を進めるノウハウがない場合が大半 ※2017自治労「自治体公共交通施策に関する調査」より

➢2013年制定の交通政策基本法では、国や自治体の責務が定められた

➢多くの自治体で交通事業の運営に関する知見が不足しているため民間事業者との調整ができない

④ ただし、交通事業を直接運営してきた自治体は例外

➢路線やダイヤの設定や関係する法令への対応など経営に関する知見をすべてを有している

⑤ 自治体が公共交通サービスの提供主体となるためには

➢自治体職員は、行政窓口だけでなく、公的病院や保育所、ごみ収集など住民生活と密接な位置にあり、
住民ニーズの把握を専門としている

➢自治体職員は、住民の声を直接、自治体の施策に活かすことができる

公営交通事業の経験やノウハウは、これからの自治体にとって欠かせないもの

➢自治体が主体的に関与して、まちづくりと交通網の整備を一体的に取り組むことが求められている

29

➢営利を目的としない公営交通、すなわち自治体の直接経営が望ましい
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◇地下鉄の職場の業務は多種多様。２４時間勤務などの過酷な労働環境

◇大阪市営交通事業は民営化し、地下鉄は新会社、バスは交通局出資の会社に一括譲渡

◇地下鉄の経営は比較的安定。資産を活かして新たな事業の展望も

◇バス会社は、市の条例で１０年間の路線維持を義務づけ。低賃金のため、運転手確保が課題に

◇公営交通事業を民営化する理由は様々

◇自治労が民営化に反対する理由は、自らの雇用を守るためだけではない

◇地域の公共交通は、独立採算の経営は困難。自治体が住民の生活交通を総合的に担う時代に

◇自治体が専門性を高めるためには、公営交通が培った経験やノウハウが貴重

まとめ


